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第 26回土砂流入小委員会の発言概要と回答 

項目 発言概要 回答 

河
道
の
安
定
化 

対
策 

落差工には魚道が設置され、魚が上流に遡

上できる環境になったと思う。当初目的の水

辺環境の回復についても相当進んでいるよう

に見えた。環境面のモニタリングをまとめる

際には、久著呂川に生息する魚類がどのよう

にして移動して、どの場所に生息しているの

かなども整理して頂ければと思う。 

魚類など生物環境の回復状況等も報告でき

るよう検討させていただきたいと思う。 

河
川
沿
い
の 

土
砂
調
整
地 

今後の予定に記載されている維持管理が 2

年に一回程度となっている。この維持管理と

いうのは、土砂の搬出のことを言っているの

か。 

堆砂が進行すると土砂を捕捉する能力が低

下する可能性があるため、今後、2 年に一回程

度の頻度で掘削を行い、土砂調整地の効果を持

続させていきたいと考えている。 

土砂の掘削は、費用的な面も課題であること

を認識している。なるべく継続していけるよう

に、今後、関係者と協議しながら対応を考えて

いきたい。 

排
水
路
合
流
部 

沈
砂
池 

施設自体は、地元農業や釧路湿原の保全に

も関係しているので、今後も地元で維持管理

を続けていくと思うが、土砂流入小委員会、

あるいは釧路湿原自然再生協議会に対して、

いつまで報告を続けていくのか。 

農業に関連する施設の維持管理は、継続的に

行われている。 

モニタリングは、例えば沈砂池から上げた土

砂量を搬出時のダンプの台数で把握するなど、

地元の負担軽減を図りながら、少なくとも土砂

流入小委員会が継続される間は報告を続けて

いく必要があると考えている。 

湿
原
流
入
部
土
砂
調
整
地 

越流部の維持管理はどのようにしているの

か。越流堤の敷高が高くなっていくようなこ

とは起きないのか。 

土砂が越流部に堆積していくので越流部を

維持管理しないと、左右岸に十分土砂が取り

込めないのでは。 

越流部に関しては、実際には土砂が徐々に堆

積している状況である。今後、モニタリングし

て確認していきたいと考えている。 

現状では、越流部に土砂が堆積して効果が発

現できていないところまでには至っていない

ので、今後検証しながら進めていきたいと考え

ている。 

右岸側と左岸側の土砂調整地で捕捉量が随

分異なっている。特定の期間の調査ではある

が、右岸側は 31m3、左岸側は 9m3 となってお

り、この違いはどこに起因するのか。 

左右岸でどうして捕捉量の差が出るのか、例

えば、滞留時間の違いがあるとか、微地形の違

いがあるなどを確認して、今後の検討課題とさ

せていただきたいと思う。 

2 割を削減する計画としているが、下流の

方は濁度が薄くなっている傾向となっている

のか。同じ流量でも濁度が異なるのか。 

土砂調整地を設置したことで土砂調整地に

流水が流入して下流側では流量が低減するが、

濁度が低減しているかは検証してみないと分

からないところなので、今後検討していきた

い。 

そ
の
他 

雪裡川と幌呂川の特に上流域で、久著呂川

と同様に河道が不安定な状況となっていない

か。 

釧路湿原自然再生協議会発足当初に久著呂

川以外の河川の検討もされていると思うが、

他河川の河道の状況などを把握されているの

であれば教えていただきたい。 

複数の河川において事業を投入するのは難

しい状況にあったことから、久著呂川を先行し

て実施してきている。 

久著呂川の土砂対策の効果が出てきている

ことから、今後、久著呂川の次に実施すべき河

川においても調査を実施し報告していきたい

と考えている。 

排水路の上流側を調査したところ、ルルラ

ンの川になっていて、流水で削られている。 

周辺は林になっており、流水により土地が

削られている。水辺林・緩衝帯も必要だが、

その他の対策も考えなければ、流水による侵

食は止められないと思う。その対策を検討し

てほしいと思う。 

土砂生産が多い箇所においては、緊急浚渫推

進事業などを活用し、引き続き土砂上げ等の対

応を行う予定としている。 
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